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請 求 の 年 月 日  ２ ０ １ ２ 年 7 月 ２ ５ 日  

（ 被 告 と な る べ き 者 の 名 称 及 び 住 所 ）  

〒 1 1 3 - 0 0 2 1  

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 三 丁 目 ２ ０ 番 ３ 号  

株 式 会 社 講 談 社 フ ェ ー マ ス ス ク ー ル ズ               

代 表 取 締 役 社 長  阿 部  敬 悦  殿  

                

（ 適 格 消 費 者 団 体 の 名 称 等 の 表 示 ）  

         適 格 消 費 者 団 体  

特 定 非 営 利 活 動 法 人  消 費 者 支 援 機 構 関 西  

理 事 長  榎  彰  德  

【 連 絡 先 （ 事 務 局 ） 】 担 当 ： 西 島  

〒 ５ ４ ０ － ０ ０ ３ ３  大 阪 市 中 央 区 石 町  

一 丁 目 １ 番 １ 号 天 満 橋 千 代 田 ビ ル  

T E L 0 6 - 6 9 4 5 - 0 7 2 9  

F A X 0 6 - 6 9 4 5 - 0 7 3 0  

メ ー ル ア ド レ ス   

i n f o @ k c - s . o r . j p  

 

申 入 書 兼 消 費 者 契 約 法 4 1 条 1 項 に 基 づ

く 事 前 請 求 書  

 

当 団 体 は 、 消 費 者 団 体 訴 訟 制 度 の 制 度 化

を 受 け て 、 不 当 な 勧 誘 行 為 や 不 当 条 項 の 使

用 の 中 止 を 申 し 入 れ た り 、 団 体 訴 権 を 行 使

し て い く こ と を 重 要 な 活 動 内 容 と し て 、 関
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西 地 域 の ７ 府 県 の 消 費 者 団 体 や 消 費 者 問

題 に 取 り 組 む 個 人 に よ っ て 構 成 さ れ 、 ２ ０

０ ５ 年 １ ２ 月 ３ 日 に 結 成 さ れ た 消 費 者 団

体 で あ り 、 ２ ０ ０ ７ 年 ８ 月 ２ ３ 日 に は 、 内

閣 総 理 大 臣 よ り 消 費 者 契 約 法 １ ３ 条 に 基

づ く 適 格 消 費 者 団 体 と し て 認 定 さ れ 、 ２ ０

１ ０ 年 ８ 月 ２ ２ 日 に 認 定 を 更 新 さ れ ま し

た （ 組 織 概 要 に つ い て は ホ ー ム ペ ー ジ を ご

参 照 下 さ い ） 。  

既 に 、 ２ ０ １ ０ 年 ４ 月 ２ ７ 日 付 申 入 書 に

て 申 し 入 れ て お り ま す と お り 、 当 団 体 に お

い て 、 貴 社 の 美 術 通 信 教 育 講 座 の 受 講 契 約

書 を 検 討 し た と こ ろ 、 契 約 条 項 等 に つ い て

消 費 者 契 約 法 そ の 他 の 法 律 に 反 し 不 当 と

思 わ れ る 点 が あ る と 判 断 し ま し た 。 当 団 体

の 同 申 入 れ に 対 す る 、 同 年 ６ 月 ２ ４ 日 付 貴

社 回 答 書 の 内 容 を 含 め 、 貴 社 に 対 す る 裁 判

上 の 請 求 の 是 非 に つ い て 検 討 し て き ま し

た が 、 貴 社 に 対 し 、 裁 判 上 の 差 止 請 求 権 を

行 使 す る と の 結 論 に 達 し ま し た 。  

し た が っ て 、 当 団 体 の 判 断 に 基 づ い て 、

貴 社 に 対 し 、 消 費 者 契 約 法 4 1 条 1 項 の 請

求 と し て 本 申 入 書 兼 事 前 請 求 書 を 送 付 い

た し ま す 。 し た が っ て 、 本 書 が 到 達 し た と

き か ら １ 週 間 を 経 過 し た 後 に は 、 当 団 体

は 、 貴 社 に 対 し て 消 費 者 契 約 法 所 定 の 差 止
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請 求 訴 訟 を 提 起 す る こ と が 可 能 に な り ま

す の で ご 留 意 く だ さ い 。  

た だ し 、 貴 社 よ り 学 則 書 を 受 領 し た ２ ０

１ ０ 年 ６ 月 ２ ４ 日 以 降 、 下 記 「 契 約 条 項 目

録 」 に 記 載 さ れ て い る 条 項 を 改 廃 さ れ た 場

合 は 、 当 団 体 に て 対 応 を 再 度 検 討 い た し ま

す の で 、 ご 連 絡 く だ さ い 。  

（ 訴 え を 提 起 す る 予 定 の 裁 判 所 ）  

大 阪 地 方 裁 判 所  

 

（ 紛 争 の 要 旨 及 び 紛 争 の 要 点 ）  

第 一  請 求 の 要 旨  

１  被 告 （ 貴 社 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 訪 問 販

売 に 関 し ， 購 入 者 若 し く は 役 務 の 提 供 を

受 け る 者 と の 間 で ， 美 術 通 信 教 育 講 座 の

受 講 契 約 を 締 結 す る に 際 し ， 中 途 退 学 時

に 消 費 者 が 負 担 す る 金 銭 （ 中 途 退 学 時 清

算 金 ） に つ い て ， 別 紙 契 約 条 項 目 録 記 載

の 条 項 を 内 容 と す る 意 思 表 示 を 行 っ て

は な ら な い 。 （ 特 定 商 取 引 に 関 す る 法 律

５ ８ 条 の ４ 第 ２ 項 ２ 号 ）  

２  被 告 は ， 消 費 者 と の 間 で ， 美 術 通 信 教

育 講 座 の 受 講 契 約 を 締 結 す る に 際 し ， 中

途 退 学 時 に 消 費 者 が 負 担 す る 金 銭 （ 中 途

退 学 時 清 算 金 ） に つ い て ， 別 紙 契 約 条 項

目 録 記 載 の 条 項 を 内 容 と す る 意 思 表 示
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を 行 っ て は な ら な い 。 （ 消 費 者 契 約 法 ９

条 ）  

３  被 告 は ， 別 紙 契 約 条 項 目 録 記 載 の 契 約

条 項 を 含 む 契 約 書 の 用 紙 を 廃 棄 せ よ 。  

 

第 二  紛 争 の 要 点  

第 １  当 事 者  

１  原 告 （ 当 団 体 。 以 下 同 じ 。 ）  

原 告 は 、 消 費 者 団 体 訴 訟 制 度 の 制 度

化 を 受 け て 、 不 当 な 勧 誘 行 為 や 不 当 条

項 の 使 用 の 中 止 を 申 し 入 れ た り 、 団 体

訴 権 を 行 使 し て い く こ と を 主 要 な 活

動 内 容 と し て 、 関 西 地 域 の ７ 府 県 の 消

費 者 団 体 や 消 費 者 問 題 に 取 り 組 む 個

人 に よ っ て 構 成 さ れ 、 平 成 １ ７ 年 １ ２

月 ３ 日 に 結 成 さ れ た 特 定 非 営 利 活 動

法 人 で あ る 原 告 は 、 同 １ ９ 年 ８ 月 ２ ３

日 に 、 内 閣 総 理 大 臣 よ り 消 費 者 契 約 法

（ 以 下 単 に 「 法 」 と い う 。 ） １ ３ 条 に

基 づ く 適 格 消 費 者 団 体 の 認 定 を 受 け 、

同 ２ ２ 年 ８ 月 ２ ２ 日 に 認 定 を 更 新 さ

れ た 。  

２  被 告  

被 告 は 、 通 信 教 育 を 業 と す る 会 社 で

あ る 。  
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第 ２  契 約 条 項  

１  被 告 が 消 費 者 と 美 術 通 信 講 座 を 締

結 す る に あ た っ て 使 用 す る 契 約 書 （ 以

下 、 「 本 件 契 約 書 」 と い う 。 ） に は 、

別 紙 契 約 条 項 記 載 の 各 条 項 （ 以 下 、「 本

件 条 項 」 と い う 。 ） の 記 載 が あ る 。  

な お 、 本 件 契 約 書 は 、 原 告 が 、 平 成

２ ２ 年 ４ 月 ２ ７ 日 付 申 入 れ を し 、 平 成

２ ２ 年 ６ 月 ２ ４ 日 、 回 答 と と も に 被 告

か ら 送 付 さ れ た も の で あ る 。  

 ２  原 告 の 被 告 に 対 す る 問 い 合 わ せ  

原 告 は 、被 告 に 対 し 、２ ０ ０ ９ 年（ 平

成 ２ １ 年 ） １ ０ 月 ２ 日 付 「 お 問 い 合 わ

せ 」 と 題 す る 書 面 で 、 次 の 内 容 を 含 む

質 問 を し 、 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ ６ 日 ま

で に 回 答 を す る よ う に 求 め 、 平 成 ２ １

年 １ ０ 月 ２ １ 日 に 回 答 を 受 領 し た 。 ま

た 同 年 １ １ 月 ２ ６ 日 付 「 再 お 問 い 合 わ

せ 」 と 題 す る 書 面 で 、 次 の 内 容 を 含 む

質 問 を し 、 同 年 １ ２ 月 １ ８ 日 ま で に 回

答 を す る よ う に 求 め 、 同 年 １ ２ 月 １ ７

日 に 回 答 を 受 領 し た 。  

３  原 告 の 被 告 に 対 す る 申 入 れ  

原 告 は 、被 告 に 対 し 、２ ０ １ ０ 年（ 平

成 ２ ２ 年 ） ４ 月 ２ ７ 日 付 「 申 入 書 」 と

題 す る 書 面 で 、 被 告 が 使 用 す る 本 件 契



6 

 

約 書 か ら 本 件 条 項 を 変 更 す る こ と を

求 め る 旨 を 申 し 入 れ 、 平 成 ２ ２ 年 ５ 月

２ ６ 日 ま で に 回 答 す る よ う に 求 め 、 平

成 ２ ２ 年 ６ 月 ２ ４ 日 に 回 答 を 受 領 し

た 。  

４  原 告 の 被 告 に 対 す る 事 前 請 求 書 の

送 付  

原 告 は 、 被 告 に 対 し 、 本 書 に よ り 、

申 入 れ 及 び 請 求 を し 、 同 請 求 書 は 被 告

に 到 達 し た 。  

 

第 ３  被 告 が 本 件 条 項 を 含 む 消 費 者 契 約

締 結 を 現 に 行 い 又 は 行 う お そ れ  

 被 告 は 、平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ２ ４ 日 時 点

で 、 本 件 条 項 を 含 む 契 約 書 を 使 用 し

て い た の で あ り 、 ま た 、 同 条 項 が 無

効 で あ る こ と を 認 め て い な い の で あ

る か ら 、 少 な く と も 本 件 条 項 を 含 む

消 費 者 契 約 を 行 う お そ れ が あ る 。  

 

第 ４  本 件 各 条 項 の 特 定 商 取 引 法 及 び 消

費 者 契 約 法 該 当 性 に つ い て  

１  被 告 の 営 む 美 術 通 信 教 育 講 座 の 受 講

契 約 は ， 以 下 の 理 由 か ら ， 特 定 商 取 引 に

関 す る 法 律 ( 以 下 「 特 商 法 」 と い う 。 )

に 定 め ら れ た 「 訪 問 販 売 」 ( 特 商 法 ２ 条
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１ 項 ) に 該 当 す る 。  

被 告 は ， 自 社 の ホ ー ム ペ ー ジ や 雑 誌 ，

チ ラ シ 広 告 等 に ，被 告 が 主 催 す る イ ラ ス

ト ・ コ ン テ ス ト 等 の 開 催 を 掲 載 し て ， 広

く 一 般 消 費 者 か ら イ ラ ス ト 作 品 の 応 募

を 募 っ て い る 。  

そ し て ， 被 告 は ， 応 募 し て 作 品 を 提 出

し た 消 費 者 に 対 し ，作 品 の 審 査 の 結 果 と

と も に 「 作 品 講 評 会 の ご 案 内 」 と 題 す る

文 書 を 送 付 す る と と も に ， 電 話 を 架 け ，

「 コ ン テ ス ト に は 落 選 し た が ，あ な た に

は 絵 の 才 能 が あ る 。 」 「 無 料 で あ な た が

応 募 し た 作 品 の 講 評 を 行 う の で 来 ま せ

ん か 」 な ど と 告 げ ， 被 告 の 指 定 す る 会 場

に 消 費 者 を 呼 び 出 し ，呼 び 出 さ れ た 消 費

者 に 対 し て 被 告 が 運 営 す る 美 術 通 信 教

育 講 座 の 受 講 契 約（ 添 削 指 導 役 務 付 教 材

販 売 契 約 。以 下「 本 件 受 講 契 約 」と い う 。）

の 勧 誘 を す る ，と い う 営 業 形 態 を と っ て

い る 。  

こ の よ う な 営 業 形 態 は 「 販 売 業 者 又 は

役 務 提 供 事 業 者 が ， 営 業 所 等 に お い て ，

（ 中 略 ） そ の 他 政 令 で 定 め る 方 法 （ 原 告

注 ： 郵 便 ま た は 電 話 等 ） に よ り 誘 引 し た

も の （ 以 下 「 特 定 顧 客 」 と い う 。 ） か ら

売 買 契 約 の 申 し 込 み を 受 け ，若 し く は 特
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定 顧 客 と 売 買 契 約 を 締 結 し て 行 う 商 品

（ 中 略 ） の 販 売 」 （ 所 謂 「 ア ポ イ ン ト メ

ン ト セ ー ル ス 」 ） で あ り ， 訪 問 販 売 （ 特

商 法 ２ 条 １ 項 ） に 該 当 す る 。  

な お ， こ の 点 に つ い て 被 告 は ， 前 記 広

告 を 掲 載 す る 雑 誌 媒 体 及 び 前 記「 作 品 講

評 会 の ご 案 内 」 文 書 に ， 勧 誘 目 的 を 記 載

し て お り ，か つ 応 募 者 へ 架 電 し た 際 に 勧

誘 目 的 を 告 げ て い る 旨 を 主 張 す る（ 平 成

２ ２ 年 ６ 月 ２ ４ 日 付 「 回 答 書 」 第 １ の ３

（ ２ ） ・ ６ 頁 ， 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 ５ 日 付

「 回 答 書 」 ３ 頁 第 ７ 項 ） 。  

し か し ， 被 告 か ら 講 評 会 の 案 内 を 受 け

た 顧 客 に お い て ， 被 告 の 主 張 に 反 し て ，

「 営 業 社 員 が 応 募 者 に 対 し て 勧 誘 目 的

を 告 げ た 」 と い う 実 態 は な い 。  

ま た ，雑 誌 媒 体 等 へ の 記 載 に つ い て は ，

そ の よ う な 記 載 が な さ れ て い る 場 合 で

あ っ て も ， そ れ ら の 記 載 は い ず れ も 「 消

費 者 の 目 に 留 ま ら な い よ う な 小 さ い 文

字 で 」 書 か れ て い る に 過 ぎ ず ， 実 質 的 に

本 件 受 講 契 約 の 勧 誘 を 行 う 意 図 が 示 さ

れ て い る と は い え な い 。  

よ っ て ， 被 告 が ， 消 費 者 に 対 し ， 本 件

受 講 契 約 に つ い て 勧 誘 す る 意 図 を 告 げ

て い た こ と に は な ら な い（ 平 成 ２ １ 年 ８
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月 ６ 日 付 経 産 省 通 達 参 照 ） 。  

し た が っ て ， 被 告 の 営 む 美 術 通 信 教 育

講 座 の 受 講 契 約 は ， 特 商 法 の 定 め る 「 訪

問 販 売 」( 特 商 法 ２ 条 １ 項 ) に 該 当 す る も

の で あ る 。  

２  特 商 法 １ ０ 条 １ 項 各 号 違 反  

（ １ ） 被 告 に お け る 解 約 清 算 金 （ 退 学 清 算

金 ） の 定 め  

被 告 は ， 本 件 受 講 に お い て ， 消 費 者 が

中 途 退 学 を 希 望 し た 場 合 の 解 約 清 算 金

（ 中 途 退 学 時 清 算 金 ）に つ い て 別 紙 契 約

目 録 記 載 の 各 条 項 の と お り （ 以 下 「 本 件

各 条 項 」 と い う ） に 定 め て い る 。  

（ ２ ）  本 件 各 条 項 に 基 づ き ， 被 告 に お け

る 解 約 清 算 金 を 計 算 し た 結 果 は 次 の よ

う に な る （ 以 下 は ， 例 と し て 「 ク リ エ

イ テ ィ ブ ・ ア ー ト ・ コ ー ス［ 特 別 専 科 ］」

の 受 講 料 に 基 づ い て 算 定 し て い る 。）。  

① 契 約 直 後 ～ ６ カ 月 の 間 に 解 約 し た 場

合  

解 約 清 算 金  ５ ２ ８ ， １ ５ ０ 円  

（ 解 約 清 算 金 が 受 講 料 全 体 に 占 め る

割 合 は ５ ０ ． ４ ％ ）  

② ６ カ 月 を 超 え ～ １ ２ カ 月 の 間 に 解 約

し た 場 合  

  解 約 清 算 金 ６ ３ ２ ， １ ０ ０ 円  
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（ 解 約 清 算 金 が 受 講 料 全 体 に 占 め る

割 合 は ６ ０ ． ３ ％ ）  

③ １ ２ カ 月 を 超 え ～ １ ８ カ 月 の 間 に 解

約 し た 場 合  

  解 約 清 算 金 ７ ３ ６ ， ０ ５ ０ 円  

（ 解 約 清 算 金 が 受 講 料 全 体 に 占 め る

割 合 は ７ ０ ． ２ ％ ）  

④ １ ８ カ 月 を 超 え ～ ２ ４ カ 月 の 間 に 解

約 し た 場 合  

 解 約 清 算 金 ８ ４ ０ ， ０ ０ ０ 円  

（ 解 約 清 算 金 が 受 講 料 全 体 に 占 め る

割 合 は ８ ０ ． ２ ％ ）  

⑤ ２ ４ カ 月 を 超 え ～ ３ ０ カ 月 の 間 に 解

約 し た 場 合  

 解 約 清 算 金 ９ ４ ３ ， ９ ５ ０ 円  

（ 解 約 清 算 金 が 受 講 料 全 体 に 占 め る

割 合 は ９ ０ ． １ ％ ）  

⑥ ３ ０ カ 月 を 超 え て 解 約 し た 場 合  

 解 約 清 算 金 １ ， ０ ４ ７ ， ９ ０ ０ 円  

（ 解 約 清 算 金 が 受 講 料 全 体 に 占 め る

割 合 は １ ０ ０ ％ ）  

（ ３ ） 本 件 各 条 項 は ， 次 に 述 べ る と お り ，

教 科 書 等 の 商 品 の 返 還 の 有 無 及 び 役 務

提 供 開 始 の 前 後 や 提 供 さ れ た 役 務 の 対

価 等 を 反 映 し た も の で な い 。  

  ア  特 商 法 １ ０ 条 １ 項 ４ 号 に よ れ ば ，
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「 当 該 契 約 の 解 除 が 当 該 商 品 の 引 渡 し

若 し く は 当 該 権 利 の 移 転 又 は 当 該 役 務

の 提 供 の 開 始 前 で あ る 場 合 」 に は ，「 契

約 の 締 結 及 び 履 行 の た め に 通 常 要 す る

費 用 の 額 」 に 「 こ れ に 対 す る 法 定 利 率

に よ る 遅 延 損 害 金 の 額 を 加 算 し た 金

額 」 を 請 求 で き な い ， と さ れ る 。  

こ の 「 『 契 約 の 締 結 の た め に 通 常 要 す

る 費 用 』 と し て は ， 書 面 作 成 費 ， 印 紙

税 等 ， 『 契 約 の 履 行 の た め に 通 常 要 す

る 費 用 』 と し て は ， 代 金 の 取 立 て の 費

用 ， 催 告 費 用 等 が あ る が ， こ の た め に

現 実 に 要 し た 費 用 で は な く ， 業 界 の 平

均 費 用 が 標 準 と な り ， 当 該 契 約 の み に

特 別 に 費 用 を か け た 場 合 で も ， そ れ を

そ の ま ま 請 求 す る こ と は で き な い 。 」

と さ れ る （ 平 成 ２ １ 年 ８ 月 ６ 日 付 経 産

省 通 達 参 照 ） 。  

し か る に ， 本 件 各 条 項 （ 前 記 （ ２ ） ① ）

に よ る と ， 仮 に ， 受 講 生 が 本 件 受 講 契

約 を 締 結 し た 翌 日 （ 少 な く と も 「 当 該

役 務 の 提 供 の 開 始 前 」 に 該 当 す る ） に

解 約 し た 場 合 で あ っ て も ， 被 告 は ， 契

約 金 額 全 体 の ５ ０ ． ４ ％ に 相 当 す る 金

５ ２ ８ ， １ ５ ０ 円 を 解 約 清 算 金 と し て

受 講 生 か ら 徴 取 す る こ と に な っ て お り ，
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明 ら か に 「 契 約 の 締 結 及 び 履 行 の た め

に 通 常 要 す る 費 用 の 額 」 を 超 え る 金 銭

の 支 払 い を 求 め る も の で あ る 。  

  イ  ま た ， 特 商 法 １ ０ 条 １ 項 ３ 号 に よ

れ ば ， 「 当 該 役 務 提 供 契 約 の 解 除 が 当

該 役 務 の 提 供 の 開 始 後 で あ る 場 合 」は ，

「 提 供 さ れ た 当 該 役 務 の 対 価 に 相 当 す

る 額 」 に 「 こ れ に 対 す る 法 定 利 率 に よ

る 遅 延 損 害 金 の 額 を 加 算 し た 金 額 」 を

請 求 で き な い と さ れ る 。  

し か し ， 本 件 各 条 項 （ 前 記 （ ２ ） ⑥ ）

に よ る と ， 仮 に ， 受 講 生 が ， 本 件 受 講

契 約 を 締 結 し た 後 ３ ０ カ 月 を 経 過 し て

か ら 解 約 し た 場 合 に は ， 受 講 期 間 が ６

カ 月 間 残 存 し て い る （ す な わ ち ， 被 告

は 全 契 約 期 間 ３ ６ か 月 の う ち ３ ０ か 月

の 期 間 し か 役 務 し か 提 供 し て い な い ）

に も か か わ ら ず ， 被 告 は ， 受 講 料 の 全

額 を 解 約 清 算 金 と し て 徴 取 す る こ と に

な っ て お り ， 実 質 的 に ， 被 告 が 受 講 生

に 対 し て 「 提 供 さ れ た 当 該 役 務 の 対 価

に 相 当 す る 額 」 を 超 え る 金 銭 の 支 払 い

を 求 め る も の で あ る こ と は 明 ら か で あ

る 。  

 ウ  し た が っ て ， 本 件 各 条 項 は ， 実 質

的 に ， 被 告 が ， 受 講 生 に 対 し て ， 特 商
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法 第 １ ０ 条 １ 項 各 号 の 定 め る 制 限 を 超

え た 金 銭 を 請 求 し う る 体 裁 と な っ て お

り ， こ れ ら 特 商 法 の 各 条 項 に 違 反 す る

も の で あ る 。  

（ ４ ）  よ っ て ， 特 商 法 ５ ８ 条 の ４ 第 ２ 項

２ 号 に 基 づ き ，解 約 清 算 金 を 定 め る 前 記

学 則 書 第 ２ １ 条 及 び 同 取 扱 規 定 第 ９ 条

乃 至 第 １ ２ 条 に つ い て ，こ れ ら 各 条 項 を

内 容 と す る 意 思 表 示 の 停 止 命 令 が 認 め

ら れ る べ き で あ る 。  

３  消 費 者 契 約 法 第 ９ 条 １ 号 に 基 づ き 一

部 無 効 と な る 本 件 各 条 項 に 基 づ く 意 思

表 示 の 禁 止  

（ １ ） 被 告 は ， 学 則 書 第 ２ １ 条 ， 学 則 取

扱 規 程 第 ９ 条 に お い て ， 中 途 退 学 願 を

出 し た 者 ， 退 学 決 定 と な っ た 者 の 中 途

退 学 時 学 費 清 算 金 は ， 入 学 金 ， 教 科 書

代 ，D V D 添 削 ，課 題 添 削 期 間 整 理 券 代 ，

設 備 費 ， 在 籍 授 業 料 な ら び に ア ー ト ロ

ー ン 利 息 （ 分 割 払 手 数 料 ） ま た は 分 割

払 事 務 取 扱 費 の 合 計 額 か ら ， 中 途 退 学

時 ま で に 支 払 わ れ た 受 講 料 の 合 計 額 を

差 し 引 い て 算 出 す る ， 教 科 書 ， 教 材 に

よ る 減 免 は 一 切 行 わ な い 旨 規 定 し て い

る 。  

ま た ， 被 告 は ， 学 則 取 扱 規 程 第 １ ０ 条
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に お い て ， 中 途 退 学 時 ま で の 課 題 添 削

期 間 整 理 券 代 ， 設 備 費 及 び 在 籍 受 講 料

は ， 課 題 提 出 の 有 無 に か か わ ら ず 受 講

生 証 発 行 日 か ら 退 学 願 を 受 理 さ れ た 日

（ ま た は 退 学 決 定 日 ） ま で の 在 籍 期 間

に つ い て ， ６ ヶ 月 ご と を １ 期 （ ６ ヶ 月

未 満 の 期 間 お よ び 各 期 を 越 え る ６ ヶ 月

に 満 た な い 期 間 は こ れ を １ 期 と し て 計

算 し ま す ）と し ，１ 期 に つ い て １ ０ ３ ，

９ ５ ０ 円 を 乗 じ て 計 算 す る 旨 ， 同 学 則

規 定 第 １ １ 条 に お い て ， 受 講 料 の 納 入

方 法 と し て ， ロ ー ン 払 い を 選 択 し た 者

の 中 途 退 学 時 ま で の ア ー ト ロ ー ン 利 息

額 （ 分 割 手 数 料 ） は ， 取 扱 規 程 第 ３ 条

に よ っ て ア ー ト ロ ー ン 契 約 を 締 結 し た

金 融 機 関 の 計 算 に よ る 旨 ， 同 規 程 １ ２

条 に お い て は ， 受 講 料 の 納 入 方 法 と し

て ， 分 割 払 を 選 択 し た 者 の 分 割 払 事 務

取 扱 費 は ， 取 扱 規 程 第 ６ 条 に よ っ て 計

算 さ れ た 金 額 に ， 同 規 程 第 ６ 条 に よ っ

て 取 決 め た 分 割 払 い 期 間 月 数 分 の 受 講

生 証 発 行 日 か ら 中 途 退 学 時 ま で の 月 数

（ 但 し ， １ ヶ 月 に 満 た な い 端 数 は こ れ

を １ ヶ 月 と す る ） を 乗 じ た 金 額 と す る

旨 規 定 す る 。  

（ ２ ） 以 上 を 前 提 に 退 学 清 算 金 を 算 出 す
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る と 被 告 に お け る 解 約 清 算 金 の 計 算 結

果 は 前 項 （ ２ ） に 記 載 し た と お り で あ

る 。  

（ ３ ） 本 件 美 術 通 信 教 育 講 座 は ， 消 費 者

と 事 業 者 と の 間 で 締 結 さ れ る 契 約 で あ

る か ら ， 消 費 者 契 約 で あ る 。 そ し て ，

消 費 者 契 約 法 第 ９ 条 １ 号 は ， 消 費 者 契

約 解 除 に 伴 い 消 費 者 が 支 払 う 損 害 賠 償

額 の 予 定 に つ い て ， 当 該 消 費 者 契 約 と

同 種 の 消 費 者 契 約 の 解 除 に 伴 い 当 該 事

業 者 に 生 ず べ き 平 均 的 な 損 害 の 額 を 超

え る も の に つ い て は 無 効 と す る 旨 規 定

し て い る 。  

本 件 美 術 通 信 教 育 講 座 に お い て ，  

ア  消 費 者 は ，  

①  入 学 金 の 名 目 で ９ 万 ７ ６ ５ ０ 円

（ 税 込 み ， 以 下 同 じ ） ，  

②  教 科 書 代 （ 教 科 書 全 ７ 巻 ， 専 科 課

題 集 全 ５ 巻 ， 直 接 指 導 講 習 テ キ ス

ト ） の 名 目 で ４ １ 万 ０ ５ ５ ０ 円 ，  

③  教 材 代 （ 特 選 画 材 セ ッ ト ， Ｋ Ｆ Ｓ

ア ー ト ナ ビ Ｄ Ｖ Ｄ ボ ッ ク ス （ 全 ６

巻 ） ， 学 習 ハ ン ド ブ ッ ク ， 画 材 ハ ン

ド ブ ッ ク ， 美 術 用 語 ハ ン ド ブ ッ ク ，

紙 の ハ ン ド ブ ッ ク ） の 名 目 で １ ０ 万

１ ８ ５ ０ 円 ，  
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④  Ｄ Ｖ Ｄ 添 削 ・ 課 題 添 削 期 間 整 理 券

代 の 名 目 で １ ３ 万 ８ ６ ０ ０ 円 （ ２ 万

３ １ ０ ０ 円 × ６ 期 ） ，  

⑤  設 備 費 （ 添 削 室 ・ ビ デ オ ス タ ジ

オ ・ Ｇ Ａ Ｌ Ｌ Ｅ Ｒ Ｙ フ ェ ー マ ス ・ 学

習 相 談 室 ・ 移 動 教 室 ） の 名 目 で １ ３

万 ８ ６ ０ ０ 円 （ ２ 万 ３ １ ０ ０ 円 × ６

期 ） ，  

⑥  在 籍 授 業 料（ 学 習 指 導 お よ び そ の

他 の ス ク ー ル サ ー ビ ス を 受 講 す る

た め の 在 籍 期 間 の 費 用 ） の 名 目 で １

１ 万 ７ ６ ０ ０ 円 × ６ 期 の 名 目 で ７ ０

万 ５ ６ ０ ０ 円 ， す な わ ち 受 講 料 合 計

金 １ ５ ９ 万 ２ ８ ５ ０ 円 の 支 払 義 務

を 負 う 。  

イ  こ れ に 対 し ， 被 告 は ， 受 講 契 約

を 締 結 し た 者 に 対 し ，  

ａ  テ キ ス ト 等 を 添 削 指 導 ，  

ｂ  自 由 作 品 講 評（ 年 に 一 定 回 数 課 題

以 外 の 自 由 作 品 を 自 由 作 品 講 評 整

理 券 と 共 に 提 出 し て 受 け る こ と が

出 来 る D V D 等 に よ る 講 師 の 講 評 ） ， 

ｃ  イ ン ス ト ラ ク タ ー 直 接 指 導 講 習

（ 在 籍 中 １ 回 ２ 日 間 の 程 度 で ３ 回

受 け る こ と が 出 来 る 講 師 か ら の 直

接 指 導 ， 但 し ク リ エ イ テ ィ ブ ・ ア ー
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ト 総 合 コ ー ス の み ） ，  

ｄ  学 習 相 談 （ 電 話 ， フ ァ ク シ ミ リ ，

電 子 メ ー ル ， 郵 便 ， 又 は 来 校 に よ る

講 師 又 は ス タ ッ フ に 対 す る 相 談 ） ， 

ｅ  ス ク ー リ ン グ（ １ ８ か 月 の 間 の 全

国 ７ ０ 箇 所 以 上 の 場 所 で 開 か れ る

講 師 に よ る 対 面 の 講 義 と 実 技 指 導 ） ， 

ｆ  サ マ ー ス ク ー ル（ 夏 期 に 実 費 を 負

担 し て 受 け る 宿 泊 を 伴 っ た 講 義 と

指 導 ） ，  

ｇ  卒 業 制 作 指 導 及 び 作 品 展（ 専 科 課

程 の 最 終 課 題 提 出 後 に 制 作 す る 作

品 に つ い て の 指 導  但 し ， 制 作 指 導

に つ い て は ク リ エ イ テ ィ ブ ・ ア ー ト

総 合 コ ー ス の み ） ，  

ｈ  ア ー ト ツ ア ー（ 海 外 に お い て 実 費

を 負 担 し て 美 術 館 訪 問 ， ス ケ ッ チ 等

を 行 う 旅 行 ） ，  

ｉ  フ ェ ー マ ス ア ー ト フ ェ ス タ（ 春 期

に 開 催 さ れ る 参 加 者 全 員 の 作 品 を

展 示 す る イ ベ ン ト ） ，  

ｊ  会 員 誌 「 フ ェ ー マ ス 」 発 行 （ ア ー

テ ィ ス ト の 特 集 ， 展 覧 会 ， 技 法 の 紹

介 ， コ ン テ ス ト の 案 内 ， そ の 他 ス ク

ー ル 等 に つ い て の 情 報 を 掲 載 し た

月 刊 誌 ） ，  
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ｋ  K F S ― N E T （ コ ン テ ス ト ， ス ク ー

リ ン グ ， 課 題 制 作 の 助 言 等 を 掲 載 し

た パ ン フ レ ッ ト K メ ン バ ー 専 用 の ホ

ー ム ペ ー ジ ） ，  

ｌ  K F S モ バ イ ル n e w s 配 信 サ ー ビ ス

（ コ ン テ ス ト ， ス ク リ ー ニ ン グ な ど

制 作 ， 学 習 に 関 す る 情 報 を 週 刊 で 携

帯 電 話 宛 に 発 送 す る サ ー ビ ス ） ，  

ｍ  施 設 利 用 （ 学 習 相 談 室 ， ギ ャ ラ リ

ー 等 の 利 用 ） と い っ た サ ー ビ ス を 提

供 す る 義 務 を 負 う 。  

 

ウ  そ し て ， 消 費 者 は ， 受 講 を 継 続 す

る こ と が 出 来 な く な っ た 事 由 を 記 載

し た 中 途 退 学 願 （ 中 途 退 学 時 の 学 費

過 不 足 明 細 申 請 書 ） を 提 出 し ， 本 件

美 術 通 信 教 育 講 座 を 中 途 退 学 す る こ

と が で き る （ 学 則 書 ２ １ 条 ） 。 被 告

は ， 前 述 の 通 り 学 則 書 取 扱 規 程 の ９

条 か ら １ ２ 条 の 定 め る と こ ろ に よ り ，

中 途 退 学 時 学 費 （ 過 不 足 金 ） 清 算 処

理 を 行 う も の と さ れ る 。  

す な わ ち 上 記 ア ① 乃 至 ③ は 中 途 退

学 し た 場 合 ， 一 切 返 金 さ れ る こ と は

な く ， ア ④ 乃 至 ⑥ は ６ ヶ 月 を １ 期 と

し た 期 割 り 計 算 さ れ た 額 が 返 金 さ れ
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る こ と に な る 。  

エ  被 告 の 上 記 解 約 金 計 算 方 法 は ， 消

費 者 契 約 法 第 ９ 条 １ 項 に 反 し ， 一 部

無 効 で あ る こ と を 以 下 具 体 的 に 述 べ

る 。  

ⅰ  一 切 返 金 さ れ な い も の に つ い て  

①  入 学 金  

入 学 金 は ， そ の 額 が 不 相 当 に 高 額

で あ る な ど 他 の 性 質 を 有 す る も の

と 認 め ら れ る 特 段 の 事 情 の な い 限

り ， 学 生 が 当 該 学 校 に 入 学 し 得 る

地 位 を 取 得 す る た め の 対 価 と し て

の 性 質 を 有 す る も の で あ り ， 当 該

学 校 が 合 格 し た 者 を 学 生 と し て 受

け 入 れ る た め の 事 務 手 続 等 に 要 す

る 費 用 に も 充 て ら れ る こ と が 予 定

さ れ て い る も の と い う べ き で あ る 。 

し か し ， 消 費 者 が 被 告 に 納 付 す る

「 入 学 金 」 は 上 述 の よ う な 「 入 学

金 」 と は 異 な る 。 消 費 者 が 受 講 を

希 望 す れ ば 何 時 で も 被 告 と 受 講 契

約 を 締 結 す る こ と が 可 能 で あ り ，

原 則 ， 通 信 講 座 で あ る 以 上 ， 被 告

が 個 々 の 受 講 希 望 者 を 受 け 入 れ る

た め ， 別 途 個 別 の 設 備 を 準 備 す る

こ と も な い 。  
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よ っ て ， 被 告 が 消 費 者 よ り 徴 収 す

る 「 入 学 金 」 は ， い わ ゆ る 大 学 に

お け る 「 入 学 金 」 の 内 実 は な く ，

い っ た ん 納 入 さ れ た 以 上 ， 入 学 金

を 一 切 返 金 し な い と す る 被 告 の 規

定 は ， 当 該 事 業 者 に 生 ず べ き 平 均

的 な 損 害 の 額 を 超 え る も の を 消 費

者 に 負 担 さ せ る も の で あ る 。  

②  教 科 書 代  

契 約 の 時 点 で ， 被 告 は 受 講 期 間 ３

年 間 に 使 用 す る 全 て の 教 科 書 を 消

費 者 に 購 入 す る よ う 求 め る 。 こ れ

は 社 団 法 人 日 本 訪 問 販 売 協 会 が ，

特 商 法 ９ 条 の ２ に 関 し 作 成 し た

「 過 量 」 の 基 準 ， 「 原 則 １ 人 が 使

用 す る 量 と し て １ 年 間 に １ 学 年

分 」 を 大 幅 に 超 え る 販 売 量 で あ る 。 

被 告 が 上 記 基 準 に 従 い ， 適 正 な 量

で あ る １ 年 間 に 使 用 す る 教 科 書 の

み を 消 費 者 に 販 売 し て い た の で あ

れ ば ， ３ 年 目 に 解 約 し た 消 費 者 以

外 は ， 教 科 書 代 全 額 を 解 約 に 伴 い

負 担 す る と い っ た 損 害 を 被 る こ と

は な か っ た 。 被 告 に よ る 不 当 な 過

量 販 売 に 伴 う 危 険 を 消 費 者 に 負 担

さ せ る べ き で な い 。  
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よ っ て ， い っ た ん 納 入 さ れ た 以 上 ，

教 科 書 代 を 一 切 返 金 し な い と す る

被 告 の 規 定 は ， 当 該 事 業 者 に 生 ず

べ き 平 均 的 な 損 害 の 額 を 超 え る も

の を 消 費 者 に 負 担 さ せ る も の で あ

る 。  

③  教 材 代  

契 約 時 に 受 講 期 間 ３ 年 間 に 使 用

す る 全 て の 教 材 を 消 費 者 に 購 入 す

る こ と を 求 め る 被 告 の 販 売 方 法 が

過 量 販 売 に 該 当 す る こ と は 前 述 の

教 科 書 と 同 様 で あ る 。  

よ っ て ， い っ た ん 納 入 さ れ た 以 上 ，

教 材 代 を 一 切 返 金 し な い と す る 被

告 の 規 定 は ， 当 該 事 業 者 に 生 ず べ

き 平 均 的 な 損 害 の 額 を 超 え る も の

を 消 費 者 に 負 担 さ せ る も の で あ る 。 

ⅱ  期 割 り で 返 金 さ れ る も の に つ い て  

④  Ｄ Ｖ Ｄ 添 削 ・ 課 題 添 削 期 間 整 理

券 代  

添 削 は ， 被 告 よ り 添 削 担 当 者 に 分

担 を 依 頼 し ， そ の 対 価 を 依 頼 作 品

数 に 応 じ ， 被 告 よ り 添 削 担 当 者 に

支 払 い を 実 施 し ， 消 費 者 た る 受 講

生 に あ わ せ て 添 削 人 員 を 調 達 し て

い る も の で は な い と 考 え ら れ る 。  
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と す れ ば ， 消 費 者 が 中 途 退 学 を し ，

以 後 ， 添 削 を す る 必 要 性 が 消 滅 す

る こ と で ， 被 告 が 添 削 担 当 者 に 対

し ， 対 価 を 支 払 う 必 要 性 も 消 滅 す

る 。  

し た が っ て ， Ｄ Ｖ Ｄ 添 削 ・ 課 題 添

削 期 間 整 理 券 代 に 関 し て は ， 中 途

退 学 者 の 未 受 講 分 に つ い て は 全 額

返 金 す べ き で ， 受 講 履 歴 を 考 慮 せ

ず 一 律 に ６ ヶ 月 ご と を １ 期 と し て

計 算 し ， 返 金 額 を 減 じ る 被 告 の 規

定 は ， 当 該 事 業 者 に 生 ず べ き 平 均

的 な 損 害 の 額 を 超 え る も の を 消 費

者 に 負 担 さ せ る も の で あ る 。  

⑤  設 備 費  

東 京 ・ 大 阪 に し か 存 せ ず ， 全 国 の

受 講 生 が 利 用 す る こ と が 事 実 上 困

難 な 設 備 に 関 す る 費 用 を 全 受 講 生

に 平 等 に 負 担 さ せ て い る こ と 自 体

が そ も そ も 問 題 で あ る が ， 中 途 解

約 に 際 し ， 受 講 日 数 に 応 じ て 返 還

す る こ と な く ， 一 律 に ６ ヶ 月 ご と

を １ 期 と し て 計 算 し ， 返 金 額 を 算

出 す る 被 告 の 規 定 は ， 当 該 事 業 者

に 生 ず べ き 平 均 的 な 損 害 の 額 を 超

え る も の を 消 費 者 に 負 担 さ せ る も
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の で あ る 。  

⑥  在 籍 授 業 料  

学 習 指 導 お よ び そ の 他 の ス ク ー

ル サ ー ビ ス を 受 講 す る た め の 在 籍

期 間 の 費 用 で あ る こ と か ら ， 在 籍

日 数 に 応 じ て 返 金 額 が 算 出 さ れ る

べ き で あ る 。  

受 講 履 歴 を 考 慮 せ ず 一 律 に ６ ヶ

月 ご と を １ 期 と し て 計 算 し ， 返 金

額 を 減 じ る 被 告 の 規 定 は ， 当 該 事

業 者 に 生 ず べ き 平 均 的 な 損 害 の 額

を 超 え る も の を 消 費 者 に 負 担 さ せ

る も の で あ る 。  

オ  ま と め  

上 述 の 通 り 被 告 の 学 則 書 第 ２ １ 条

及 び 同 取 扱 規 程 第 ９ 条 乃 至 第 １ ２ 条

は ， 消 費 者 契 約 法 ９ 条 １ 号 の 定 め る

「 当 該 消 費 者 契 約 の 解 除 に 伴 う 損 害

賠 償 の 額 を 予 定 し ， 又 は 違 約 金 を 定

め る 条 項 で あ っ て ， こ れ ら を 合 算 し

た 額 が 当 該 条 項 に お い て 設 定 さ れ た

解 除 の 事 由 ， 時 期 等 を 区 別 に 応 じ ，

当 該 消 費 者 契 約 の 解 除 に 伴 い 当 該 事

業 者 に 生 ず べ き 平 均 的 な 損 害 の 額 を

超 え る も の 」 に 該 当 し ， 一 部 無 効 で

あ る 。  
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よ っ て ， 被 告 は ， 消 費 者 と の 間 で ，

受 講 契 約 を 締 結 す る に 際 し ， 被 告 学

則 書 第 ２ １ 条 ， 取 扱 規 程 第 ９ 条 ， 同

規 程 第 １ ０ 条 ， 同 規 程 １ １ 条 ， 同 規

程 第 １ ２ 条 に 基 づ く 意 思 表 示 を 行 っ

て は な ら な い 。  

 

４  よ っ て ， 原 告 は 被 告 に 対 し ，  

( 1 )  特 定 商 取 引 法 ５ ８ 条 の ４ 第 ２ 項 ２

号 所 定 の 差 止 請 求 権 に 基 づ き ， 被 告 に

よ る 別 紙 契 約 条 項 目 録 記 載 の 学 則 書 第

２ １ 条 及 び 同 取 扱 規 定 第 ９ 条 乃 至 第 １

２ 条 に つ い て ， こ れ ら 各 条 項 を 内 容 と

す る 意 思 表 示 の 停 止 及 び こ れ ら 各 条 項

を 記 載 し た 契 約 書 用 紙 の 廃 棄 を ，  

( 2 )  消 費 者 契 約 法 １ ２ 条 ３ 項 所 定 の 差

止 請 求 権 に 基 づ き ， 被 告 に よ る 別 紙 契

約 条 項 目 録 記 載 の 学 則 書 第 ２ １ 条 及 び

同 取 扱 規 定 第 ９ 条 乃 至 第 １ ２ 条 に つ い

て ， こ れ ら 各 条 項 を 内 容 と す る 意 思 表

示 の 停 止 命 令 を 求 め ， 及 び こ れ ら 各 条

項 を 記 載 し た 契 約 書 用 紙 の 廃 棄 を  

い ず れ も 求 め る も の で あ る 。  

 

以 上  
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（ 別 紙 ）          契 約 条 項

目 録  

１ ． ク リ エ イ テ ィ ブ ・ ア ー ト ・ コ ー ス ［ 特

別 専 科 ］  

［ 美 術 通 信 教 育 講 座  学 則 書 ］ｐ . １ ０ ～  

 第 ５ 章  受 講 期 間 の 無 料 延 長 ・ 退 学 等  

   第 ２ １ 条  中 途 退 学 の 申 し 出  

   １ ．  や む を 得 な い 事 情 に よ り 受 講

を 継 続 す る こ と が 困 難 と な っ た と き

は ， そ の 事 由 を 記 載 し た 中 途 退 学 願

（ 中 途 退 学 時 の 学 費 過 不 足 明 細 申 請

書 ） （ ｐ . ２ １ 参 照 ） を 提 出 し ， 中 途

退 学 す る こ と が で き ま す 。  

   ２ ．  本 ス ク ー ル で は 中 途 退 学 願 を

受 け て ， 退 学 時 学 費 過 不 足 概 算 書 を

送 付 し ま す 。 退 学 の 清 算 金 に つ い て

は ， 取 扱 規 定 の 第 ９ 条 ， 第 １ ０ 条 ，

第 １ １ 条 ， 第 １ ２ 条 に く わ し く 定 め

て あ り ま す （ p . １ ６ 参 照 ） 。  

 ［ 学 則 書 取 扱 規 程 ］ （ 上 記 学 則 書 ｐ １ ４

～ ）  

   第 ９ 条  中 途 退 学 時 学 費 清 算 金  

        学 則 書 第 ２ １ 条 （ p . １ ０

参 照 ） に よ っ て 中 途 退 学 願 を 提 出

し た 者 ， ま た は 同 第 ２ ２ 条 （ p . １

０ 参 照 ） に よ っ て 退 学 決 定 と な っ
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た 者 の 中 途 退 学 時 学 費 清 算 金 は ，

入 学 金 ， 教 科 書 代 ， 教 材 代 ， D V D

添 削 ・ 課 題 添 削 期 間 整 理 券 代 ， 設

備 費 ，在 籍 授 業 料 ( 取 扱 規 程 第 １ ０

条 ) な ら び に ア ー ト ロ ー ン 利 息（ 分

割 払 手 数 料 ） ( 同 第 １ １ 条 ) ま た は

分 割 払 事 務 取 扱 被 ( 同 第 １ ２ 条 ) の

合 計 額 か ら ， 中 途 退 学 時 ま で に 支

払 わ れ た 受 講 料 の 合 計 額 を 差 し 引

い て 算 出 し ま す 。 中 途 退 学 時 学 費

清 算 金 は ， 退 学 通 知 書 ま た は 退 学

決 定 通 知 書 で 通 知 し ま す 。  

前 項 の 計 算 の 結 果 ， 中 途 退 学 時

ま で に 納 入 さ れ た 金 額 が 不 足 し て

い る 場 合 は ， 退 学 後 で あ っ て も ，

そ の 金 額 を 納 入 し な け れ ば な り ま

せ ん 。 ま た ， 中 途 退 学 時 ま で に 納

入 さ れ た 金 額 が 超 過 し て い る 場 合

は ， そ の 金 額 を 本 ス ク ー ル か ら 返

金 し ま す 。  

        教 科 書 ， 教 材 の 返 却 に よ

る 減 免 は ， 一 切 行 い ま せ ん 。  

   第 １ ０ 条  中 途 退 学 時 ま で の 在  

籍 授 業 料  

中 途 退 学 時 ま で の 課 題 添 削 期 間

整 理 券 代 ， 設 備 費 お よ び 在 籍 授 業
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料 は ， 課 題 提 出 の 有 無 に か か わ ら

ず 受 講 生 証 発 行 日 か ら 退 学 願 を 受

理 さ れ た 日 ( ま た は 退 学 決 定 日 ) ま

で の 在 籍 期 間 に つ い て ， ６ ヵ 月 ご

と を １ 期 ( ６ ヵ 月 未 満 の 期 間 お よ

び 各 期 を 超 え る ６ ヵ 月 に 満 た な い

期 間 は こ れ を １ 期 と し て 計 算 し ま

す ) と し ， １ 期 に つ い て １ ０ ３ , ９

５ ０ 円 を 乗 じ て 計 算 し ま す 。  

   第 １ １ 条  中 途 退 学 時 ま で の ロ ー  

ン 利 息  

        略  

 

   第 １ ２ 条  退 学 時 ま で の 分 割 払 事  

務 取 扱 被  

受 講 料 の 納 入 方 法 と し て ， 分 割

払 を 選 択 し た 者 の 分 割 払 事 務 取

扱 費 は ， 次 の 算 式 で 計 算 し ま す 。 

 

 

  ×  

 

取 扱 規 程

第 ６ 条  
の 規 程 に

よ っ て  
計 算 さ れ

た 金 額  

受 講 生 証 発 行 日 か ら 退

学 時 ま で の 月 数  
（ １ カ 月 に 満 た な い 数

は こ れ を １ カ 月 と す る ）  
第 ６ 条 で 取 り 決 め た 分

割 払 い 期 間 月 数  

 


